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§１ 入札の参加資格等について 

１．次の事項に該当する方は入札に参加できません。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

（２）個人又は法人の役員等（注）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定

する暴力団員に該当する者 

   また、個人又は法人の役員等が暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

（３）当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者 

（４）次のいずれかに該当する者 

  ・暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

  ・自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団を 

利用するなどしている者 

  ・暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力 

団の維持運営に協力し、若しくは関与している者 

  ・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  ・暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

（５）前記（２）～（４）に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者  

  

注）役員等とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者」をいう。 

 

２． 入札者（契約者）は、前項に該当しない旨を記載した誓約書を提出しなければなりません。 

 

【地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）より抜粋】 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加さ

せることができない。 

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について

３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 

その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

(1)  契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき 。 

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために

連合したとき。  

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。  

(4) 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。  

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。  

(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 

(7) この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当り代理

人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

 

【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年5月15日法律第77号）より一部抜粋】 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

2．暴力団 

その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれ

がある団体をいう。 

6．暴力団員 

暴力団の構成員をいう。                                  
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§２ 入札参加申込（※事前申込）について 

※配達（特定記録郵便など確実に書類が届く方法）又は持参により入札書類一式を提出してください。 

※入札参加申込（事前申込）をされていない方は、入札にご参加できませんので、ご注意ください。 

→入札参加申込（事前申込）をされた方には、入札に必要な書類一式を送付します。（§４－１参照） 

 

１．入札参加申込に必要な書類（現地説明会及び請求により配布。） 

個人…入札参加申込書、誓約書 

法人…入札参加申込書、誓約書、役員一覧 

    ※ 入札参加申込書及び誓約書に押印する印鑑並びにその後の売却手続きに押印する印鑑は、 

全て同一の印鑑（法人の場合は代表者印（印鑑証明印）を押印すること。（§１２参照） 

 

２．入札参加申込 受付場所 

〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 

             福岡県総務部財産活用課公有財産係（福岡県庁 南棟 ９階 西側） 

 

３．入札参加申込 受付期間・時間 

 

    令和６年１２月１９日（木）～令和７年１月１７日（金） 

       開 庁 日 の 午 前 ９ 時 ～ 午 後 ５ 時 

 

     ※ 最終日は、午後５時必着（郵送・持参とも） 

 

 ＜留意事項＞ 

・入札参加申込受付期間最終日の受付時間を過ぎて到達した入札参加申込は無効となります。 

郵送による提出の場合は、早めの時期に特定記録など確実に書類が届く方法によりお送りください。 

  ・「開庁日」とは、福岡県の休日を定める条例第１条に規定する休日（土曜日、日曜日、国民の祝日及び

１２月２９日～翌年１月３日）を除く日です。 

 

 

§３ 入札保証金について 

１．入札保証金の納付 

  入札に参加される方は、入札期間内に入札保証金の納付が必要です 

 

＜入札保証金の目的＞ 

   入札保証金は、落札者が契約を締結しない場合に、県に帰属するものであり、県が契約を締結すべき

義務の履行を担保するものです。 

 

＜入札保証金の額＞ 

入札保証金の額は、該当物件の最低売却価格の１００分の１０の額です。 

※ 本物件の入札保証金の額は、表紙「物件の表示」中（入札保証金額）のとおり 

※ 入札金額の１００分の１０の額ではありませんので、ご注意ください。 

 

＜入札保証金の納付方法＞ 

 次の方法のいずれかにより、入札参加者が金融機関にて事前に納付してください。 

（１）銀行振込による納付 （原則） 

  ア 振込先 

  振込口座については、入札参加申込（事前申込）をされた方に、入札に必要な書類一式を送付

（§４－１．Ⅰ参照）するときにお知らせします。 
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 イ 振込方法 

     銀行の窓口の利用・・・・・限度額はありません。 

     銀行のＡＴＭ(通帳・ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ)・・・限度額がありますので、留意してください。 

     インターネットバンキングの利用・・・限度額がありますので、留意してください。 

     ※ 納付後の領収書（窓口：「振込金受取書」等、ＡＴＭ：「ご利用控」等）、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ：「振

込完了画面を印刷したもの」等は大切に保管し、その写しを入札に必要な書類一式の一つとして

ご提出ください。 

    ウ 振込手数料 

入札参加者の負担となります。 

 
（２）現金もしくは銀行振出の小切手を福岡県へ直接持参することによる納付 

 ※ 銀行振出の小切手は、福岡手形交換所加盟の金融機関が振り出し、振出日より５日以内のも
ので、「受取人」は持参人払いとしたものに限ります。 

 
（３）郵便為替による納付（発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。） 
 

  ＜入札保証金の納付期間＞ 
   令和７年１月２０日（月）～令和７年１月３１日（金）（入札受付期間と同じ） 
 

２．入札保証金の返還 

  ・落札者以外の方の入札保証金は、あらかじめその方（入札者）の指定した金融機関の口座への振込に

より返還いたします。 

  ・入札保証金を納付したものの、入札書の提出をしなかった場合は、入札保証金の返還手続きを行いま

す。その場合も、その方（入札保証金納付者）の指定した金融機関の口座への振込により返還いたし

ますので、県庁総務部財産活用課にご連絡ください。 

  ・入札保証金の返還に際しては、入札終了後、約２週間程度かかる場合がありますので、あらかじめ 

   ご了承ください。 

・ 入札保証金には利息は付きませんので、ご承知おきください。 

§４ 入札に必要な書類について 

１．入札参加申込をされた方には、下記の書類一式（Ⅰ）を送付いたします。 

  入札者が個人か法人かで、入札に必要な準備書類が異なりますのでご注意ください。 

   

入札者  Ⅰ 県が送付する入札に必要な書類一式   Ⅱ 入札者がご準備する各種証明書 

 

       ・入札書（２枚 ※ １枚は予備）      ・住民票抄本（ ※ 新規交付のもの） 

       ・封筒（入札書用 定形） 

   個   ・封筒（返信用 定形外） 

・保証金等払戻請求書 

   人   ・債権者登録申出書 

  ・入札結果の公表等に関する同意書 

 

       （提出書類チェックリスト） 

 

       ・入札書（２枚 ※ １枚は予備）      ・法人登記簿謄本(現在事項全部証明書) 

       ・封筒（入札書用 定形）         ・印鑑証明書（代表者印） 

   法   ・封筒（返信用 定形外）          ※ いずれも新規交付のもの 

       ・保証金等払戻請求書              

人   ・債権者登録申出書  

 

 

（提出書類チェックリスト） 
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２．送付された書類一式（Ⅰ）を確認の上、必要事項を記入・押印していただくとともに、各種証明書（Ⅱ）

を取得してください。（※押印する印鑑は入札参加申込に押印したものと同一であること§１２参照） 

 

３．入札に必要な書類一式（下記）を、県から送られた返信用封筒により、同封のチェック用紙で確認の上、

福岡県総務部財産活用課公有財産係宛に、配達（簡易書留郵便等）か直接持参によりご提出ください。 

   

入札者              入札に必要な書類一式  

          

       ・住民票抄本 

   ・入札書（封筒入り ※糊付けを行って、ご提出ください） 

   個   ・入札保証金の領収書の写し（「振込金受取書」、「ご利用控」等の写し） 

       ・保証金等払戻請求書 

   人   ・債権者登録申出書 

       ・入札結果の公表等に関する同意書 

               

＜共有希望の場合（下記書類も必要となります。）＞ 

 ・住民票抄本（共有者全員分） 

 

    ・法人登記簿謄本（現在事項全部証明書） 

       ・印鑑証明書（代表者印） 

・入札書（封筒入り ※糊付けを行って、ご提出ください。） 

   法   ・入札保証金の領収書の写し（「振込金受取書」、「ご利用控」等の写し） 

       ・保証金等払戻請求書 

   人   ・債権者登録申出書 

 

               

＜共有希望の場合（下記書類も必要となります。）＞ 

 ・法人登記簿謄本（現在事項全部証明書）（共有者全員分） 

 ・印鑑証明書（共有者全員分） 

 

 

※ 押印する印鑑は、入札参加申込で提出した書類に押印したものと同一であること。（§１２参照） 

  法人の場合は、必ず印鑑証明印（代表者印）を押印してください。 

 

※ 複数の物件について申込みをされる場合、物件毎に参加申込書が必要になります。 

ただし、各種証明書等（住民票・法人登記簿謄本・印鑑証明書・債権者登録申出書）は１通で結構で

す。申込書にその旨記載してください。 

 

 ※ 入札者の依頼により、入札者以外の方が入札者に代わって入札書を持参する場合は、代理を立てる必 

要はなく、委任状も必要ありません。 

 

※ 必要な書類が提出されない場合、入札にご参加できませんのでご注意ください。 

 

４．当方にて書類一式を受付しましたら、各入札参加者に「入札受付確認書」を送付いたしますので、保管

しておいてください。 

 

５．開札当日、「入札受付確認書」及び指定された書類をご持参の上、開札会場にお越しください。 

（参加は任意） 

 ※詳しくは、「§７ 開札日時・場所」の＜留意事項＞をご参照ください。 
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§５ 入札（※期間入札）について 

 

１． 入札書について 

  入札書は必ず、福岡県所定の様式を使用し、次の点にご留意ください。なお、本県所定の様式以外のも

のは無効となります。 

 

・入札書の記載方法をよく読んで間違いのないようにお願いします。 

 ・一度提出された入札書はその理由のいかんにかかわらず、その取り消し、変更、引き替え、入札後にお

いての見込み違い、誤記、物件の数量に対する異議等があっても一切これを受付いたしません。 

 ・また、入札書の提出は一度しか行うことができず、最低売却価格に満たない入札を行った方は失格とし

ます。 

 ・複数の物件の入札に参加できますが、入札書は１物件につき１枚しか提出できません。 

 ・記名押印を忘れずにお願いします。法人の場合には、代表者印（印鑑証明印）を押印してください。 

 ・金額の前に「￥」マークを記入し、算用数字を使用してください。 

 ・桁間違いにもご注意ください。 

 ・参加者申込書の名義と異なる名義で入札した場合は、無効となりますのでご注意ください。 

  

 

２． 入札方法について 

  入札受付期間中に、配達（簡易書留郵便など確実に書類が届く方法）又は持参により入札書（封筒入り）

を含む「入札に必要な書類」一式を県庁総務部財産活用課公有財産係に提出してください。（§６参照） 

 

 

３． 入札の無効について 

 

次に該当する入札は無効とします。 

 

○ 入札に参加する資格がない者が行なった入札 

 

○ 入札参加申込（事前申込）をされていない方による入札 

 

○ 同一入札者が同一物件につき２以上の入札をした場合 

 

○ 入札保証金が最低売却価格の１００分の１０の額に達しないもの 

 

○ 入札書が福岡県所定の様式以外のもの 

 

○ 入札書が所定の場所及び日時に到達しない場合 

 

○ 入札書に入札者（共有の場合は共有者全員）の住所、氏名の記入及び押印がなく、入札者が判明で

きない場合 

 

○ 入札書に押印した印鑑が、入札参加申込で提出した書類のものと異なる場合（§１２） 

 

○ 未記入、誤字又は脱字により、入札物件を特定できない入札 

 

○ 入札書の金額を訂正したもの、金額の記載がないもの、重複したもの又は明確でないもの 

 

○ 法令又は入札に関する条例・規則等に違反した場合 

13



 

§６ 入札受付期間・場所 

※配達（簡易書留郵便など確実に書類が届く方法）又は持参により入札書類一式を提出してください。 

 

※入札参加申込（事前申込）をされていない方は、入札にご参加できませんので、ご注意ください。 

 

１．入札受付場所 

〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 

             福岡県総務部財産活用課公有財産係（福岡県庁 南棟 ９階 西側） 

２．入札 受付期間・時間 

 

    令和７年１月２０日（月）～令和７年１月３１日（金） 

       開 庁 日 の 午 前 ９ 時 ～ 午 後 ５ 時 

 

     ※ 最終日は、午後５時必着（郵送・持参とも） 

 

 ＜留意事項＞ 

  ・入札受付期間最終日の受付時間を過ぎて到達した入札書は無効となります。 

郵送による提出の場合は、早めの時期に特定記録など確実に書類が届く方法によりお送りください。 

  ・「開庁日」とは、福岡県の休日を定める条例第１条に規定する休日（土曜日、日曜日、国民の祝日及び

１２月２９日～翌年１月３日）を除く日です。 

 

§７ 開札日時・場所 

 

開札への参加は任意です。開札時において、入札者（代理人を含む。以下同じ。）が開札会場に来場されて

いない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行います。 

 

１．開札日(時) 

   令和７年２月１２日（水）、１３日（木）（※時刻が物件ごとに異なります。） 

２．開札場所 

   〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 

             福岡県総務部財産活用課内（福岡県庁 南棟 ９階 西側） 

  ＜留意事項＞ 

  開札時の立会い参加は自由ですが、参加にあたっては必要な書類がありますので、ご注意ください。 

 ～開札立会いに必要な書類～ 

   ア 入札者本人が参加される場合 

    ・「入札受付確認書」 

    ・入札者本人であることを証明する身分証明書（運転免許証等） 

イ 代理人が参加する場合 

 （個人の場合） 

・「入札受付確認書」 

・入札者本人から委任を受けた委任状（本人の印鑑は§１２のとおり） 

・委任状の代理人欄に押印した印鑑 

（法人の場合） 

・「入札受付確認書」 

・代表者から委任を受けた委任状、又は、写真付の社員証等（注１）入札関係者であること

が確認できるもの 

・上記委任状の代理人欄に押印した印鑑 

（注１）社員証等に写真がない場合は、官公庁が発行した写真付の身分証明書（運転免許証等）も併せて必要です。 
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§８ 落札者の決定方法等 

  開札日に、物件ごとに開札を行い、落札者を決定いたします。 

 

１． 落札者の決定について 

開札の結果、県の最低売却価格以上に達した入札のうち、最高価格の入札を落札とします。 

ただし、県の最低売却価格以上に達した入札で最高価格の入札を行った者が、入札参加資格に基づく契

約要件を満たすかどうか確認を要する者である場合は、確認に一定の期間（約３０日間）を要するため、

落札決定後、契約締結を留保します。 

契約要件の確認の結果、契約要件を満たすことが確認された場合は、当該落札者と契約締結を行うこと

とし、契約要件を満たさないことが判明した場合は、当該落札者との契約は行わないこととします。 

 

２． 落札となるべき同一額の入札が２以上の場合 

・直ちにくじを引いて落札者を決定いたします。（※再入札は行いません。） 

・該当する入札者が開札会場に来場されていない場合や、くじを引かれない方があるときは、当該入札事

務に関係のない職員が代わりにくじを引きます。 

・くじ引き後の落札者についても、契約要件を満たすかどうかを確認するため、契約締結を留保する場合 

があります。 

 

３． 開札結果について 

・当日会場にて、開札後ただちに開札結果（落札者名及び落札金額）をお知らせいたします。 

・開札立会いに不参加の方には、文書（郵送）にて当該入札者に係る結果を通知します。 

・なお、落札者についてのみ、物件の担当者（県財産活用課職員）から落札した旨及び今後の手続きに 

ついて電話でご連絡いたします。 

・電話による開札結果（＝特定の入札者に係る開札結果）の照会は、参加申込書や入札受付確認書等で 

本人確認ができた場合にのみ、お答えいたします。 

  

４． 開札後の入札保証金について 

入札保証金は落札者を除き、あらかじめ入札者が指定した金融機関の口座への振込により速やかに返還 

いたします。返還には約２週間程度かかりますので、ご了承ください。 

なお、落札者の入札保証金については、契約締結に至った場合には、本人の申出により契約保証金に充 

当することとします。 

 

 

§９ 契約について 

 

１． 契約書について 

県ＨＰ掲載の県有財産売買契約書（見本）をご確認ください。 

    ※ 印鑑は、必ず入札参加申込に必要な書類及び入札に必要な書類に押印したものと同一のもの 

 

２． 契約締結期限について  

  落札者は落札決定通知の翌日から起算して７日以内（県の休日を除く。）に契約書を取り交わさなければ

なりません。 

落札者がこの期間内に契約書を取り交わさないときは、落札は無効となり、入札保証金は返還いたしま

せん。 

 

３． 入札保証金の契約保証金への充当について 

既に納めていただいている入札保証金については、本人の申出により契約締結後に契約保証金に充当し

ます。 
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§１０ 買受代金の支払について 

 

１．納付方法及び納付期限について 

  買受代金（次項の契約保証金の充当を行う場合には、契約保証金額を除いた代金）は一括払いとし、県

が発行する納入通知書により契約締結後２０日以内に、県が指定する金融機関に納付しなければなりませ

ん。（※契約書に納期限が定められている場合を除く。） 

落札者がこの期限までに買受代金を完納しないとき、又は落札者が契約を破棄したときは契約を解除し、

契約保証金は返還いたしません。 

 

２．契約保証金の買受代金の一部への充当について 

  既に納めていただいている契約保証金については、本人の申出により買受代金の一部に充当します。 

 

 

 

§１１ 所有権移転登記および費用負担 

  

１． 所有権移転登記 

  落札物件の所有権移転登記は、県が買受代金を完納したことを確認した後に、県が登記の手続きを行い

ます。 

  ただし、共有名義への所有権移転登記を希望する場合は、入札参加申込の際に共有者欄に記入して提出

しなければなりません。 

なお、落札後に名義人の変更（共有名義への変更含む）をすることはできません。 

 

２． 費用負担 

  所有権移転登記に要する登録免許税、県有財産売買契約書（落札者提出のもの１部）に貼付する収入印

紙（契約金額に応じた額）、その他契約締結及び履行に関して必要な一切の費用は落札者の負担となります。 

  なお、登記は県が嘱託で行いますので、登記手続きに係る手数料は必要ありません。 

 

 

 

§１２ 売却手続きに使用する印鑑（※同一印）について 

 

※ 売却手続きに使用する印鑑は、全て同一のものである必要があります。 

 

個人の場合 … 印鑑は印鑑証明印である必要はありませんが、スタンプ式は不可です。 

 

法人の場合 …  ※ 必ず、代表者印（印鑑証明印）を使用してください。 

 

  

・入札参加申込に必要な書類（§２参照）に押印する印鑑 

・入札に必要な書類（§４参照）に押印する印鑑 

・開札参加の委任状の委任者（本人）欄に押印する印鑑 

・売買契約書（§９参照）に押印する印鑑 

・所有権移転登記後に法務局が発行する公的書類を送付した後の受領書に押印する印鑑 
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§１３ 用途等の制限 

 

１．公法上の規制等のほか、下記のとおり入札物件の用途の制限を設けております。 

  また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者

に貸してはなりません。 

○ 落札者は、県有財産売買契約締結の日から１０年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定す

る性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供することはできません（県有財産売買契約書第６条

に記載）。 

○ 落札者は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規定する暴力

団の事務所又はその他これに類するものの用に供することはできません。（県有財産売買契約書第６条に

記載） 

○ 前項の条件に違反した場合には、売買代金の３０％の金額を違約金として県に支払わなければなりま

せん。（県有財産売買契約書第９条に記載） 

 

２．落札者が納期限までに代金の全額を納付しないとき、又は入札時の誓約書の内容が事実と相違すること

が判明した場合等、落札者の責めに帰すべき理由により県が契約を継続し難いと認めるときは契約解除

となります。 

 

§１４ その他の注意事項 

 

１． 物件の引き渡しは現状のままとします。 

※ 物件にフェンス・ブロック塀等がある場合も、撤去等はいたしません。 

 

２． 現地説明会に参加されていない方でも入札に参加できますが、現地説明会における各種説明事項につい 

て既に了知されているものとみなします。 

 

３． 収集した個人情報については、お申込があった物件に係る業務についてのみに使用し、その他の目的に 

は一切使用いたしません。 

ただし、入札参加資格の確認のため、警察当局へ情報提供します。 

 

４．開札結果（落札・不調）は、県のホームページで公表します。公表は、すべての入札物件を開札した後

行うため、公表までに日数を要する場合があります。 
 

５．入札結果（「開札結果（落札・不調）」、「応札者数」、「落札者の別（法人・個人）」及び「落札額」）につ

いて第三者から電話等により問い合わせがあった場合は、情報提供を行います。ただし、落札者が個人の

場合は、「落札者の別（法人・個人）」及び「落札額」は情報提供することについて落札者の同意が得られ

た場合のみ情報提供します。 

  このほか、落札者が法人の場合は、落札者の「所在地」及び「名称」についても、問い合わせに対して

情報提供を行います。 

 

§１５ 問い合わせ先 

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。 
 
福岡県総務部財産活用課公有財産係  
福岡市博多区東公園７番７号（福岡県庁 南棟 ９階 西側） 
 
０９２－６４３－３０８８（ダイヤルイン直通電話） 
kouyuzaisan@pref.fukuoka.lg.jp 
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